
 

    

 

 

マイナンバーカード申請の出張窓口について(１０月分) 
 

マイナンバーカードは、コンビニでの各種証明書の取得やマイナポータルを利用した

行政のオンライン申請などのサービスがすでに行われていますが、２０２１年３月か

ら健康保険証としての利用も予定されており、今後、電子証明書を使った本人確認ツー

ルとしてマイナンバーカードを利用する機会が増えていきます。 

和歌山市では、マイナンバーカードの普及促進を図るため、次の日程で「マイナンバ

ーカード出張窓口申請所」を開設します。 

お買い物の際に手軽に申請を行えるよう、無料で写真撮影を行い記入のお手伝いをし

ますので、ぜひこの機会にお手続きください。 

 

◇日時・場所（時間は、いずれも１０時～１６時） 
   

 １０月開催分 

 

 

 

 

 

 

申請から約１か月程度で「交付はがき」が自宅に届きますので、ハガキを持って

交付場所にお越しください。その際に“本人確認”を行います。 

 

※マイナンバーカードの受取方法を変更できます。 

申請時に下記の①・②・③をお持ちいただければ、マイナンバーカードの受取方法

を本人限定受取郵便に変更することができます。 

① 通知カード 

② 本人確認書類２点（うち顔写真付のものが１点必要） 

③ 住民基本台帳カード（みらいカード）※お持ちの方のみ 

 

担 当 課 市民課 

担 当 者   岩城、岡田 

電    話 （073）435－1027 

内  線  2112、2119 

① １０月１３日（日） フォルテワジマ 

② １０月１８日（金） 近鉄百貨店和歌山店 

③ １０月２５日（金） スーパーエバグリーン宮前店 

④ １０月２９日（火） 松源西庄店 

資 料 提 供 

1. 通知カードをお持ちでなくても申請できます。 

2. 写真撮影を無料で行います。 

3. 申請書の作成のお手伝いをします。 

詳細については、市民課までお問合せください。（TEL：073-435-1027） 

     

令和元年９月２５日 


